
令 和 ２ 年
２月28日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
長
寿
社
会
課
）
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建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
建
築
指
導
課
）
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○
告
示

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要
（
二
件
）

（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
六

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）
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建
築
士
法
第
四
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る

と
認
め
る
者
（
建
築
指
導
課
）
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建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者

（
建
築
指
導
課
）
…
…
一
二

指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改

正
（
会
計
課
）
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○
公
告

山
口
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
労
働
政
策
課
）
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○
教
委
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則

一
四

…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則

一
四

…
…
…

○
選
管
告
示

政
治
団
体
の
名
称
等

一
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政
治
団
体
の
異
動
事
項

一
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解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等

一
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政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称

等
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指
定
の
取
消
し
に
係
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
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○
雑
報

公
文
書
の
開
示
の
状
況
の
公
表
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個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
状
況
の
公
表
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規

則

介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
号

介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平

成
三
十
年
山
口
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
医
療
法
施
行
規
則
」
の
下
に
「
（
昭
和
二

十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
四
項

と
す
る
。

第
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚓

管
理
者
が
次
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
医
療
法
施
行
規
則
第
九
条
の
八
、

第
九
条
の
九
、
第
九
条
の
十
二
、
第
九
条
の
十
三
、
別
表
第
一
の
二
及
び
別
表
第
一
の
三
、
臨
床
検

査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）
第
十
二
条
並
び
に

臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と

さ
れ
た
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
旧
臨
床
検
査
技
師
等
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第

十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
医
療
法
施
行
規
則
第
九
条
の
八
第
一
項
中

「
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
病
院
、
診
療
所
又
は
前
条
の
施
設
（
施
設
告
示
第
四
号
に
定

め
る
施
設
を
除
く
。
）
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
病
院
、
診
療
所

又
は
施
設
告
示
に
定
め
る
施
設
（
施
設
告
示
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。
）
に
お
け
る
検
体
検

査
の
業
務
（
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施

行
規
則
（
以
下
「
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
検
体
検
査
の

業
務
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
適
正
な
実
施
に
必
要
な
も
の
の
基
準
」
と
、
同
条
第
二
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項
中
「
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
前
条
の
施
設
（
施
設
告
示
第
四
号
に
定
め
る
施
設
に
限

る
。
）
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
告
示
第
四
号
に
掲
げ
る
施

設
に
お
け
る
検
体
検
査
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
必
要
な
も
の
の
基
準
」
と
、
同
令
第
九
条
の
九
第

一
項
中
「
法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
又
は
医
学
的
処
置
若
し
く
は
手
術
」

と
あ
る
の
は
「
基
準
規
則
第
十
二
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
又
は
医
学
的
処
置
」

と
、
同
令
第
九
条
の
十
二
中
「
法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
九
条
の
八
の
二
に
定
め

る
医
療
機
器
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
規
則
第
十
二
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
医
療
機

器
等
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
」
と
、
同
令
第
九
条
の
十
三
中
「
法

第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
規
則
第
十
二
条
第
三
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る
医
療
」
と
、
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
及
び
旧

臨
床
検
査
技
師
等
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
検
体
検
査
の
業
務
の
適
正
な

実
施
に
必
要
な
も
の
の
基
準
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る

検
体
検
査
の
業
務

二

医
療
機
器
又
は
医
学
的
処
置
の
用
に
供
す
る
衣
類
そ
の
他
の
繊
維
製
品
の
滅
菌
又
は
消
毒
の
業

務
三

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
の
保
守
点
検

の
業
務

四

医
療
の
用
に
供
す
る
ガ
ス
の
供
給
設
備
の
保
守
点
検
の
業
務
（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
高
圧
ガ
ス
を
製
造
又
は
消
費
す
る
者
が
自
ら
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
除
く
。
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
号

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
書
類
」
の

下
に
「
（
当
該
書
類
を
得
ら
れ
な
い
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な

書
類
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
知
事
又
は
指
定
試
験
機
関

（
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
指
定
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
提

出
し
た
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
同
一

の
内
容
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

知
事
又
は
指
定
試
験
機
関
が
交
付
し
た
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
に
合
格
し
た

こ
と
を
証
す
る
書
類

第
二
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

三

法
第
四
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る

学
校
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
建
築
に
関
す
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
こ
と
を
証

す
る
書
類

四

知
事
が
別
に
定
め
る
法
第
四
条
第
四
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
の
基
準
に
適
合
す
る
者
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類

五

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
法
第
四
条
第
四
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
一

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六

法
第
四
条
第
四
項
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
実
務
経
歴
書
（
別
記
第

一
号
様
式
の
二
）
及
び
実
務
経
歴
証
明
書
（
別
記
第
一
号
様
式
の
三
）

第
二
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

法
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
二
級
建
築
士
免
許
申
請
書
又
は
木
造
建
築
士
免
許
申
請
書
に
、
前
項
第
一
号
及
び

第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
書
類
を
得
ら
れ
な
い
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ

に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）
並
び
に
外
国
の
建
築
士
免
許
証
の
写
し
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚓

第
一
項
の
報
告
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
の

二
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提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
報
告
書
等
が
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
次

に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

指
定
登
録
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
知
事

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項

を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た

も
の
を
知
事
に
交
付
す
る
方
法

第
二
十
一
条
第
三
号
中
「
合
格
者
一
覧
表
」
を
「
添
付
書
類
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

⚒

前
項
の
書
類
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
指
定
登
録
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通

信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を

通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
指
定
登
録
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項

を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た

も
の
を
指
定
登
録
機
関
に
交
付
す
る
方
法

第
二
十
三
条
中
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
を
「
第
二
条
第
一
項
中
「
添
え
て
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
添
え

て
指
定
登
録
機
関
」
と
、
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
、
第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
及

び
第
四
項
、
第
十
条
並
び
に
第
十
二
条
」
に
、
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
、
「
第
二
十

一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
中
「
、
そ
の
申
請
に
よ
り
」
を
削
り
、
「
係
る
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試

験
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
学
科
合
格
試
験
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
二
回
」
を

「
四
回
の
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
の
う
ち
二
回
（
学
科
合
格
試
験
の
建
築
設
計
製
図

の
試
験
を
受
け
な
か
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
回
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
指
定
す
る
者
（
以
下

「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
」
を
「
指
定
試
験
機
関
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
項
第
一

号
中
「
又
は
第
二
号
」
を
削
り
、
「
当
該
各
号
」
を
「
同
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

二

知
事
が
別
に
定
め
る
法
第
十
五
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
の
基
準
に
適
合
す
る
者
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類

第
二
十
七
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。

三

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
法
第
十
五
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
号
に

掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四

法
第
十
五
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
実
務
経
歴
書
及
び
実
務
経
歴
証
明
書

第
二
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚓

指
定
試
験
機
関
が
二
級
建
築
士
等
試
験
事
務
を
行
う
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
に
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
指
定
試
験
機
関
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
指
定
試
験
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
第
二
項
中
「
合
格
者
一
覧
表
」
の
下
に
「
、
受
験
願
書
並
び
に
第
二
十
七
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
書
類
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚓

第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
報
告
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
指
定
登
録
機
関
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
試

験
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「第

⚒
項

第
⚓
項

」
を
「第

⚓
項

第
⚕
項

」
に
、

二
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「

」
を

試
験
合
格
証
書
の
番
号

第
号

合
格
の
年
月
日

年
月

日
「

」
に
改
め
、

試
験
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
に
合
格
し
た
年

年

合
格
証
書
の
番
号

第
号

合
格
の
年
月
日

年
月

日

登
録
申
請

区
分
⚑
学
歴
の
み

⚒
学
歴
及
び
実
務

⚓
実
務
の
み

⚔
建
築
設
備
士

⚕
建
築
士
法
第
⚔
条
第
⚕
項

⚑
学
歴
の

み
に
よ
り

申
請
す
る

場
合

学
校

名
学
部
名
・
学
科
名

入
学
・
卒
業
（
修
了
）
年
月

年
月
入
学

年
月
卒
業
（
修
了
）

年
月
入
学

年
月
卒
業
（
修
了
）

⚒
学
歴
及

び
実
務
に

よ
り
申
請

す
る
場
合

学
校

名
学
部
名
・
学
科
名

入
学
・
卒
業
（
修
了
）
年
月

建
築
実
務
経
験

期
間
の
合
計

年
月
入
学

年
月
卒
業
（
修
了
）

年
月

年
月
入
学

年
月
卒
業
（
修
了
）

⚓
実
務
の

み
に
よ
り

申
請
す
る

場
合

建
築

実
務

経
験

期
間

の
合

計

年
月

⚔
建
築
設

備
士
に
よ

り
申
請
す

る
場
合

建
築

設
備

士
登

録
番

号
登

録
年

月
日

第
号

年
月

日

⚕
建
築
士

法
第
⚔
条

第
⚕
項
に

よ
り
申
請

す
る
場
合

免
許

名
称

免
許

者
名

免
許
の
年
月
日
資
格
認
定
書
の
年
月
日

年
月

日
年

月
日

同
様
式
の
添
付
書
類
を
同
添
付
書
類
⚑
と
し
、
同
添
付
書
類
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
知
事
又
は
指
定
試
験
機
関
が
交
付
し
た
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証

す
る
書
類

３
建
築
士
法
第
４
条
第
４
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
学

校
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
建
築
に
関
す
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

４
知
事
が
別
に
定
め
る
建
築
士
法
第
４
条
第
４
項
第
３
号
に
該
当
す
る
者
の
基
準
に
適
合
す
る
者
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類

５
知
事
が
別
に
定
め
る
建
築
士
法
第
４
条
第
４
項
第
３
号
に
該
当
す
る
者
の
基
準
に
適
合
す
る
者
以
外
の
同

号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を

有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

６
建
築
士
法
第
４
条
第
４
項
第
２
号
又
は
第
４
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
実
務
経
歴
書
（
別
記
第
１

号
様
式
の
２
）
及
び
実
務
経
歴
証
明
書
（
別
記
第
１
号
様
式
の
３
）

四
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別
記
第
一
号
様
式
の
注
中
⚓
を
削
り
、
⚔
を
⚓
と
し
、
⚕
を
⚔
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

第
⚑
号
様
式
の
⚒
（
第
⚒
条
、
第
27条
関
係
）

実
務

経
歴

書
年

月
日

山
口
県
知
事
様

氏
名

㊞

私
は
、
二
級
建
築
士

木
造
建
築
士
の
免
許
試
験
を
受
け
た
い
の
で
、
建
築
実
務
の
経
歴
を
下
記
の
と
お
り
記
載
し
、

併
せ
て
第
三
者
が
こ
の
実
務
経
歴
書
の
内
容
が
事
実
と
相
違
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
を
証
す

る
実
務
経
歴
証
明
書
を
提
出
し
ま
す
。

下
記
事
項
が
真
実
で
あ
り
、
か
つ
、
正
確
で
あ
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

記
勤

務
先

等
勤
務
先
(部
課
名
ま
で
)
所
在
地
（
番
地
ま
で
)

在
職
期
間
の
合
計

年
月
～

年
月

年
月

在
職
期
間

地
位
・
職
名

建
築
実
務
の
内
容
（
建
築
士
法
施
行
規
則
第
⚑
条
の
⚒
）

年
月
～

年
月
年
月
数

建
築

実
務

の
詳

細
建

築
実

務
経

験
期

間
の

合
計

年
月

⚑

対
象
物
件
の
名
称
等
対
象
物
件
の
所
在
地
建

築
実

務
経

験
期

間
年

月
～

年
月

年
月

建
築
実
務
の
経
験
の
対
象
と
な
る
業
務
の
内
容

（
で
き
る
だ
け
具
体
的
に

用
途
・
構
造
・
規
模
・
担
当
業
務
等
）

⚒

対
象
物
件
の
名
称
等
対
象
物
件
の
所
在
地
建

築
実

務
経

験
期

間
年

月
～

年
月

年
月

建
築
実
務
の
経
験
の
対
象
と
な
る
業
務
の
内
容

（
で
き
る
だ
け
具
体
的
に

用
途
・
構
造
・
規
模
・
担
当
業
務
等
）

⚓

対
象
物
件
の
名
称
等
対
象
物
件
の
所
在
地
建

築
実

務
経

験
期

間
年

月
～

年
月

年
月

建
築
実
務
の
経
験
の
対
象
と
な
る
業
務
の
内
容

（
で
き
る
だ
け
具
体
的
に

用
途
・
構
造
・
規
模
・
担
当
業
務
等
）

注
１
申
請
者
の
氏
名
を
自
署
し
た
と
き
は
、
押
印
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
。

２
こ
の
実
務
経
歴
書
は
、
勤
務
先
（
自
営
業
を
含
む
。
）
ご
と
に
作
成
し
、
建
築
実
務
の
経
験
の
対
象
と

な
る
業
務
の
内
容
を
年
代
順
に
記
入
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

五
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第
⚑
号
様
式
の
⚓
（
第
⚒
条
、
第
27条
関
係
）

実
務

経
歴

証
明

書
年

月
日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

証
明
者
住

所
氏

名
㊞

（
電
話

局
番
）

下
記
の
者
に
つ
い
て
、
実
務
経
歴
書
の
内
容
が
事
実
と
相
違
し
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

記

氏
名

証
明
者
と
の
関
係

建
築
実
務

経
験

建
築
実
務
経
験

期
間
の
合
計

年
月

建
築
実
務
の
内
容

注
１
こ
の
実
務
経
歴
証
明
書
は
、
実
務
経
歴
書
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

２
使
用
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
が
実
務
経
歴
書
の
内
容
が
事
実
と
相
違
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
こ

と
を
証
明
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築

士
試
験
に
合
格
し
た
者
の
免
許
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
建
築
士
法
施
行
細
則
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

⚓

施
行
日
の
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
二
回
の
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
の
学
科
の

試
験
に
合
格
し
た
者
（
他
の
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者
を
含
む
。
）
に

対
す
る
学
科
の
試
験
の
免
除
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
建
築
士
法
施
行
細
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
五
十
一
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。当

該
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基

づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
十
九

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
周
南
市
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ト
ク
ヤ
マ

住

所

周
南
市
御
影
町
一
番
一
号

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

株
式
会
社
ト
ク
ヤ
マ
徳
山
製
造
所
東
工
場

所
在
地

周
南
市
晴
海
町
一
番
一
号

三

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
七
十
四
号
の
特

六
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定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
の
処
理
施
設

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
及
び
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
の
方
法
を
変

更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
表
の
と
お
り
変
更
を
生
ず
る
。

㈠

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

項
目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

七
四

変
更
前

七

六

～

九

一
三
・
二

二
〇
・
四

一
〇

二
〇

一
二
・
三

二
〇
・
三

〇
・
一

一

四
一
、
二
七
四

五
六
、
三
〇
二

変
更
後

〃

〃

一
三
・
一

二
〇
・
二

〃

〃

一
二
・
二

二
〇
・
一

〃

〃

四
一
、
五
八
三

五
六
、
七
一
五

備
考

「
七
四
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
一
第
七
十
四
号
の
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
の
処
理
施
設
を
い
う
。

㈡

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

ふ
っ
素

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

沈

殿

池

処
理
前

変
更
前

一
〇
・
五

八

～一
一

一
三
・
二

二
〇
・
四
三
、五
〇
〇
五
、〇
〇
〇

一
二
・
三

二
〇
・
三

六

一
〇
・
六

五

四
一
、
二
七
四

五
六
、
三
〇
二

変
更
後

〃

〃

一
三
・
一

二
〇
・
二
〃

〃

一
二
・
二

二
〇
・
一

〃

〃

〃

四
一
、
五
八
三

五
六
、
七
一
五

処
理
後

変
更
前

七

六

～

九

一
三
・
二

二
〇
・
四

一
〇

二
〇

一
二
・
三

二
〇
・
三

〇
・
一

一

〃

四
一
、
二
七
四

五
六
、
三
〇
二

変
更
後

〃

〃

一
三
・
一

二
〇
・
二

〃

〃

一
二
・
二

二
〇
・
一

〃

〃

〃

四
一
、
五
八
三

五
六
、
七
一
五

五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

項

目

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

ふ
っ
素

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

変
更
前

七

六

～

九

三
・
九

四
・
九

三

五

一
・
三

二
・
一

〇
・
〇
四

〇
・
一
三

五

四
七
三
、
二
七
四

六
五
六
、
三
〇
二

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四
七
三
、
五
八
三

六
五
六
、
七
一
五

六
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No．2

排

水

口

変
更
前

〃

〃

二
・
五

三
・
八

五

一
〇

〇
・
三

〇
・
六

〇
・
二

〇
・
二
三

一

二
、
四
三
〇

四
、
一
八
五

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
五
十
二
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。当

該
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基

づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
十
九

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
宇
部
市
市
民
環
境
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

Ｅ
Ｊ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

住

所

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
一
番
一
号

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

Ｅ
Ｊ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
宇
部
事
業
所

所
在
地

宇
部
市
大
字
藤
曲
二
五
四
八
番
二
号

三

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
五
号
の
み
そ
、

し
よ
う
油
、
食
用
ア
ミ
ノ
酸
、
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ソ
ー
ダ
、
ソ
ー
ス
又
は
食
酢
の
製
造
業
の
用
に
供
す

る
濃
縮
施
設
及
び
ろ
過
施
設
、
同
表
第
三
十
号
の
発
酵
工
業
の
用
に
供
す
る
蒸
留
施
設
及
び
ろ
過
施

設
並
び
に
同
表
第
四
十
七
号
の
医
薬
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
、
分
離
施
設
及
び
廃
ガ
ス

洗
浄
施
設

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
の
方
法
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
表

の
と
お
り
変
更
を
生
ず
る
。

八
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処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

中
和
処
理
施
設

処
理
前

変
更
前

三

二

～

四
一
、六
〇
二
一
、六
八
五

二
〇
〇

二
四
三

一
一
、一
六
四
一
、二
〇
三

四
五
・
三

六
四
・
五

二
、
八
三
〇

二
、
八
九
五

変
更
後

〃

〃
一
、四
四
八
一
、四
九
七

〃

〃

〃

八
〇
七

八
三
二

三
〇

四
三
・
六

二
、
三
〇
二

二
、
四
〇
三

処
理
後

変
更
前

七

六

～

八
一
、六
〇
二
一
、六
八
五

〃

〃

〃
一
、一
六
四
一
、二
〇
三

四
五
・
三

六
四
・
五

二
、
八
三
〇

二
、
八
九
五

変
更
後

〃

〃
一
、四
四
八
一
、四
九
七

〃

〃

〃

八
〇
七

八
三
二

三
〇

四
三
・
六

二
、
三
〇
二

二
、
四
〇
三

排
水
処
理
施
設

処
理
前

変
更
前

〃

〃
一
、六
〇
二
一
、六
八
五

〃

〃

〃
一
、一
六
四
一
、二
〇
三

四
五
・
三

六
四
・
五

二
、
八
三
〇

二
、
八
九
五

変
更
後

〃

〃
一
、四
四
八
一
、四
九
七

〃

〃

〃

八
〇
七

八
三
二

三
〇

四
三
・
六

二
、
三
〇
二

二
、
四
〇
三

処
理
後

変
更
前

〃

〃

三
二
〇

三
三
七

九
六

一
二
三

〃

四
六
六

四
八
一

一
三
・
一

一
八
・
七

二
、
八
三
〇

二
、
八
九
五

変
更
後

〃

〃

二
四
六

四
四
九

〃

〃

〃

三
二
三

五
一
三

八
・
七

二
八
・
三

二
、
三
〇
二

二
、
四
〇
三

最
終
中
和
槽

処
理
前

変
更
前

〃

五

～

九

一
八
・
六

二
一
・
七

二
〇

二
五

二

二
三
・
六

二
七
・
三

〇
・
七

〇
・
九
四

六
九
、
五
三
三

六
九
、
六
〇
〇

変
更
後

〃

〃

一
八
・
一

三
〇
・
二

〃

〃

〃

二
三
・
三

三
五
・
四

〇
・
六
三

一
・
七
一

四
〇
、
四
〇
〇

四
三
、
一
〇
〇

処
理
後

変
更
前

〃

〃

一
八
・
六

二
一
・
七

〃

〃

〃

二
三
・
六

二
七
・
三

〇
・
七

〇
・
九
四

六
九
、
五
三
三

六
九
、
六
〇
〇

変
更
後

〃

〃

一
八
・
一

三
〇
・
二

〃

〃

〃

二
三
・
三

三
五
・
四

〇
・
六
三

一
・
七
一

四
〇
、
四
〇
〇

四
三
、
一
〇
〇

五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

項

目

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

変
更
前

七

五

～

九

一
八
・
六

二
一
・
七

二
〇

二
五

二

二
三
・
六

二
七
・
三

〇
・
七

〇
・
九
四

六
九
、
五
三
三

六
九
、
六
〇
〇

変
更
後

〃

〃

一
八
・
一

三
〇
・
二

〃

〃

〃

二
三
・
三

三
五
・
四

〇
・
六
三

一
・
七
一

四
〇
、
四
〇
〇

四
三
、
一
〇
〇

九
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No．2

排

水

口

変
更
前

八
・
五

六

～

九

五

三
〇

八

二
五
検
出
せ
ず

〇
・
七

五

〇
・
一
五

〇
・
四

七
、
六
〇
〇

三
七
、
六
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四
、
八
〇
〇

三
六
、
〇
〇
〇

山
口
県
告
示
第
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

光
柳
井
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

光
市
大
字
浅
江
字
飯
上
三
三
六
七
の
一
地

先
か
ら

同
市
虹
ケ
丘
六
丁
目
七
八
九
の
五
〇
地
先

ま
で

旧

最
狭

―
―

最
広

―
―

―
―

新

最
狭

一
〇
・
〇

最
広

四
三
・
二

五
九
三
・
二
起
点
の
変
更
に
よ

る
。

光
市
大
字
浅
江
字
飯
上
三
三
六
七
の
一
地

先
か
ら

同
市
虹
ケ
丘
六
丁
目
七
九
五
の
七
地
先
ま

で

旧

最
狭

―
―

最
広

―
―

―
―

新

最
狭

六
・
四

最
広

二
四
・
八

三
一
二
・
四
起
点
の
変
更
に
よ

る
。

山
口
県
告
示
第
五
十
四
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
四
条
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
次
の
と
お
り

定
め
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
お
い
て
同
表
の
第
二
欄
に
定
め
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し

た
者
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に

あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
卒
業
後
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に

あ
っ
て
は
修
了
後
）
、
当
該
科
目
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る
年
数
以
上

の
建
築
実
務
（
建
築
士
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
建
築
実
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
経
験
を

有
す
る
も
の

二

別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
を
入
学
資
格
と
す
る
学
校
教
育
法
に
よ
る

専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
で
あ
っ
て
修
業
年
限
が
同
表
の
第
二
欄
に
定
め
る
年
数
以
上
の
も
の
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
卒
業

後
、
当
該
科
目
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経

験
を
有
す
る
も
の

三

別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
六
十
四
号
）
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
校
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
職
業
能

力
開
発
校
又
は
認
定
職
業
訓
練
で
あ
っ
て
修
業
年
限
が
同
表
の
第
二
欄
に
定
め
る
年
数
以
上
の
も
の

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
卒

業
後
、
当
該
科
目
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の

経
験
を
有
す
る
も
の

四

建
築
士
法
第
二
条
第
五
項
の
建
築
設
備
士

五

建
築
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下

「
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
建
築
士
法
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、

同
条
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者

に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号
。
以
下
「
昭
和
四
十
八
年
告
示
」

と
い
う
。
）
の
一
か
ら
八
ま
で
に
掲
げ
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
、
建
築
に
関
す
る
実
務
の
経
験
年

数
が
こ
れ
ら
の
課
程
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
昭
和
四
十
八
年
告
示
の
一
か
ら
八
ま
で
に
定
め
る
年
数
に

満
た
な
い
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
以
後
に
、
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
前
の

建
築
に
関
す
る
実
務
の
経
験
年
数
と
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
以
後
の
建
築
実
務
の
経
験
年
数
を

合
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
課
程
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
昭
和
四
十
八
年
告
示
の
一
か
ら
八
ま
で
に
定
め
る
年

数
以
上
と
な
る
も
の

六

平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
昭
和
四
十
八
年
告
示
の
一
か
ら
四
ま
で
及
び
六
に

掲
げ
る
課
程
に
在
学
し
た
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
課
程
を
修

一
〇
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め
て
卒
業
し
た
後
、
こ
れ
ら
の
課
程
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
昭
和
四
十
八
年
告
示
の
一
か
ら
四
ま
で
又

は
六
に
定
め
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

七

一
か
ら
六
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
建
築
士
法
第
四
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号

に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者

別
表
第
一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又

は
高
等
専
門
学
校

建
築
士
法
第
四
条
第
四
項
第
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
建

築
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
件
（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七

百
四
十
九
号
。
以
下
「
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
四
十
九

号
」
と
い
う
。
）
の
第
一
の
規
定
中
「
四
十
単
位
」
と
あ
る
の
を

「
三
十
単
位
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
令
和
元
年
国
土
交
通

省
告
示
第
七
百
四
十
九
号
の
第
一
に
規
定
す
る
科
目

一
年

建
築
士
法
第
四
条
第
四
項
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
建

築
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
件
（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七

百
五
十
号
。
以
下
「
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
」

と
い
う
。
）
の
第
一
に
規
定
す
る
科
目

二
年

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

に
よ
る
防
衛
大
学
校
又
は
職

業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る

職
業
能
力
開
発
総
合
大
学

校
、
職
業
能
力
開
発
大
学
校

若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
短

期
大
学
校

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
四
十
九
号
の
第
一
に
規
定
す
る

科
目

零

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
四
十
九
号
の
第
一
の
規
定
中

「
四
十
単
位
」
と
あ
る
の
を
「
三
十
単
位
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に

お
け
る
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
四
十
九
号
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目

一
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
の
第
一
に
規
定
す
る
科

目

二
年

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学

校
又
は
中
等
教
育
学
校

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
の
第
一
の
規
定
中
「
二

十
単
位
」
と
あ
る
の
を
「
十
五
単
位
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け

る
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
の
第
一
に
規
定
す
る
科
目

三
年

備
考

第
二
欄
に
規
定
す
る
科
目
の
単
位
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
専
門
職
大

学
、
短
期
大
学
及
び
専
門
職
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文

部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
、
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
に
あ
っ
て
は
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二

十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
の
、
同
法
に
よ
る
短
期
大
学
に
あ
っ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準

（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
の
、
同
法
に
よ
る
専
門
職
短
期
大
学
に
あ
っ
て
は
専
門
職
短

期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
四
号
）
の
、
同
法
に
よ
る
高
等
専
門
学
校

に
あ
っ
て
は
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三
号
）
の
、
同
法
に
よ
る

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
あ
っ
て
は
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
十
年
文
部
科
学
省
告

示
第
六
十
八
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
防
衛
省
設
置
法
に
よ
る
防
衛
大
学
校
又
は
職
業
能

力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
大
学
校
に
あ
っ
て
は
大

学
設
置
基
準
の
、
同
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
に
あ
っ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準
の
規
定

を
参
酌
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

別
表
第
二

学
校
教
育
法
に
よ
る
高

等
学
校
若
し
く
は
中
等

教
育
学
校
又
は
旧
中
等

学
校
令
（
昭
和
十
八
年

勅
令
第
三
十
六
号
）
に

よ
る
中
等
学
校

二
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
四
十
九
号
の
第
一
に
規
定
す

る
科
目

零

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
四
十
九
号
の
第
一
の
規
定
中

「
四
十
単
位
」
と
あ
る
の
を
「
三
十
単
位
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
お
け
る
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
四
十
九
号
の
第
一

に
規
定
す
る
科
目

一
年

一
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
の
第
一
に
規
定
す
る

科
目

二
年

学
校
教
育
法
に
よ
る
中

学
校
又
は
義
務
教
育
学

校

二
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
の
第
一
の
規
定
中

「
二
十
単
位
」
と
あ
る
の
を
「
十
五
単
位
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
お
け
る
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
の
第
一
に

規
定
す
る
科
目

三
年

一
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
の
第
一
の
規
定
中

「
二
十
単
位
」
と
あ
る
の
を
「
十
単
位
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に

お
け
る
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目

四
年

備
考

第
三
欄
に
規
定
す
る
科
目
の
単
位
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校
に
あ
っ
て

は
専
修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
同
法

に
よ
る
各
種
学
校
に
あ
っ
て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
を
参
酌
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

別
表
第
三

学
校
教
育
法
に
よ
る
高

等
学
校
若
し
く
は
中
等

教
育
学
校
又
は
旧
中
等

学
校
令
に
よ
る
中
等
学

校

三
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
四
十
九
号
の
第
一
の
規
定
中

「
四
十
単
位
」
と
あ
る
の
を
「
三
十
単
位
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
お
け
る
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
四
十
九
号
の
第
一

に
規
定
す
る
科
目

一
年

一
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
の
第
一
に
規
定
す
る

科
目

二
年

学
校
教
育
法
に
よ
る
中

学
校
又
は
義
務
教
育
学

校

三
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
の
第
一
に
規
定
す
る

科
目

二
年

二
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
の
第
一
の
規
定
中

「
二
十
単
位
」
と
あ
る
の
を
「
十
五
単
位
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
お
け
る
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
の
第
一
に

規
定
す
る
科
目

三
年

一
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
の
第
一
の
規
定
中

「
二
十
単
位
」
と
あ
る
の
を
「
十
単
位
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に

お
け
る
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目

四
年

備
考

第
三
欄
に
規
定
す
る
科
目
の
単
位
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
を
参
酌
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

一
一
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山
口
県
告
示
第
五
十
五
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
号

に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
二
年

三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と

認
め
る
者
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
年
山
口
県
告
示
第
五
百
五
十
七
号
）
は
、
令
和
二
年
二
月
二
十

九
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
お
い
て
同
表
の
第
二
欄
に
定
め
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し

た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
卒
業
後
、
当
該
科
目
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る

年
数
以
上
の
建
築
実
務
（
建
築
士
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
建
築
実
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
経
験
を
有
す
る
も
の

二

別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
を
入
学
資
格
と
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
で
あ
っ
て
修
業
年
限
が
同
表
の
第

二
欄
に
定
め
る
年
数
以
上
の
も
の
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る
科
目
を
修
め
て

卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
卒
業
後
、
当
該
科
目
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に

定
め
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

三

別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
六
十
四
号
）
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
校
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
職
業
能

力
開
発
校
又
は
認
定
職
業
訓
練
で
あ
っ
て
修
業
年
限
が
同
表
の
第
二
欄
に
定
め
る
年
数
以
上
の
も
の

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
卒

業
後
、
当
該
科
目
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の

経
験
を
有
す
る
も
の

四

建
築
士
法
第
二
条
第
五
項
の
建
築
設
備
士

五

建
築
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下

「
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
建
築
士
法
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、

同
条
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者

に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
か
ら
八
ま
で
に
掲
げ
る
課

程
に
在
学
し
た
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
課
程
を
修
め
て
卒
業

し
た
も
の

六

一
か
ら
五
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同

等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者

別
表
第
一

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

に
よ
る
防
衛
大
学
校
又
は
職

業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る

職
業
能
力
開
発
総
合
大
学

校
、
職
業
能
力
開
発
大
学
校

若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
短

期
大
学
校

建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
建
築
に

関
す
る
科
目
を
定
め
る
件
（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五

十
三
号
。
以
下
「
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
」

と
い
う
。
）
の
第
一
に
規
定
す
る
科
目

零

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学

校
又
は
中
等
教
育
学
校

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
の
第
一
の
規
定
中

「
二
十
単
位
」
と
あ
る
の
を
「
十
五
単
位
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に

お
け
る
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
の
第
一
に
規

定
す
る
科
目

一
年

備
考

第
二
欄
に
規
定
す
る
科
目
の
単
位
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
防
衛
省
設
置
法
に
よ
る
防
衛
大
学
校
又
は

職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
大
学
校
に
あ
っ

て
は
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る

職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
に
あ
っ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一

号
）
の
規
定
を
参
酌
し
て
行
い
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
あ
っ
て
は
高

等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
十
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
八
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

別
表
第
二

学
校
教
育
法
に
よ
る
高

等
学
校
若
し
く
は
中
等

教
育
学
校
又
は
旧
中
等

学
校
令
（
昭
和
十
八
年

勅
令
第
三
十
六
号
）
に

よ
る
中
等
学
校

一
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
の
第
一
に
規
定
す

る
科
目

零

学
校
教
育
法
に
よ
る
中

学
校
又
は
義
務
教
育
学

校

二
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
の
第
一
の
規
定
中

「
二
十
単
位
」
と
あ
る
の
を
「
十
五
単
位
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
お
け
る
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
の
第
一

に
規
定
す
る
科
目

一
年

一
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
の
第
一
の
規
定
中

「
二
十
単
位
」
と
あ
る
の
を
「
十
単
位
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に

お
け
る
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
の
第
一
に

規
定
す
る
科
目

二
年

備
考

第
三
欄
に
規
定
す
る
科
目
の
単
位
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校
に
あ
っ
て

は
専
修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
同
法

に
よ
る
各
種
学
校
に
あ
っ
て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
を
参
酌
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

別
表
第
三

学
校
教
育
法
に
よ
る
高

等
学
校
若
し
く
は
中
等

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
の
第
一
に
規
定
す

一
二
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教
育
学
校
又
は
旧
中
等

学
校
令
に
よ
る
中
等
学

校

一
年

る
科
目

零

学
校
教
育
法
に
よ
る
中

学
校
又
は
義
務
教
育
学

校

三
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
の
第
一
に
規
定
す

る
科
目

零

二
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
の
第
一
の
規
定
中

「
二
十
単
位
」
と
あ
る
の
を
「
十
五
単
位
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
お
け
る
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
の
第
一

に
規
定
す
る
科
目

一
年

一
年

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
の
第
一
の
規
定
中

「
二
十
単
位
」
と
あ
る
の
を
「
十
単
位
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に

お
け
る
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
の
第
一
に

規
定
す
る
科
目

二
年

備
考

第
三
欄
に
規
定
す
る
科
目
の
単
位
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
を
参
酌
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

山
口
県
告
示
第
五
十
六
号

指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
等
に
関
す
る
告
示
（
平
成

三
年
山
口
県
告
示
第
九
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

三
の
表
株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

株
式
会
社
ゆ
う

ち
ょ
銀
行

東
京
都
千
代
田
区

丸
の
内
二
丁
目
七

番
二
号

国
内
に
所
在
す
る
店
舗
及
び
日
本

郵
便
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年

法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
郵
便
局
（
株
式
会
社
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
を
銀
行
法
（
昭
和
五

十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二

条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
所
属
銀

行
と
す
る
同
条
第
十
四
項
に
規
定

す
る
銀
行
代
理
業
を
営
む
日
本
郵

便
株
式
会
社
の
営
業
所
と
し
て
当

該
銀
行
代
理
業
の
業
務
を
行
う
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
単
に
「
郵
便
局
」
と
い
う
。
）

公
金
の
収
納
事
務
（
県
外
に
所
在

す
る
店
舗
及
び
郵
便
局
（
鳥
取

県
、
島
根
県
、
岡
山
県
及
び
広
島

県
に
所
在
す
る
店
舗
及
び
郵
便
局

を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
現
金

又
は
現
金
に
代
え
て
納
付
さ
れ
る

証
券
に
よ
る
公
金
（
県
税
及
び
ふ

る
さ
と
納
税
を
除
く
。
）
の
収
納

事
務
（
手
数
料
に
あ
っ
て
は
、
マ

ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
を

除
く
。
）
を
除
く
。
）

三
の
表
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
項
を
削
り
、
同
表
朝
銀
西
信
用
組
合
の
項
取
扱
事
務
の
範

囲
の
欄
中
「
〃
」
を
「
公
金
の
収
納
事
務
（
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
方
法
に

よ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

公

告

（
三
六
）
山
口
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し

ま
し
た
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
日
本
マ
ン
パ
ワ
ー

東
京
都
千
代
田
区
神
田
東
松
下
町
四
七
番
一
号

二

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時

に
閉
館
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る

こ
と
。

㈣

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
拒
む
こ
と
。

㈤

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

教
育
委
員
会

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則

一
二
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（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
山
口
県
立
高
等
学
校
、
山
口
県
立
中
学
校
、
山
口
県
立
中
等
教
育
学
校
及
び

山
口
県
立
特
別
支
援
学
校
に
勤
務
す
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
単
に

「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
つ
い
て
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第
十
一
号
）
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員

の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
。
以

下
「
人
委
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
）

第
二
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
週
休
日
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以

下
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
校
務
の
運
営
上
の
事
情
に
よ
り
特
別

の
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
週

休
日
に
限
る
。
）
、
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
は
、
教
育
長
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
あ
ら
か
じ

め
校
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

⚒

校
長
は
、
校
務
の
運
営
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

定
め
る
期
間
に
つ
い
て
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
三
十
八
時
間
四
十
五
分
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
人
委
規
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
勤
務
時

間
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
特
定
の
週
に
お
い
て
三
十
八
時
間

四
十
五
分
又
は
特
定
の
日
に
お
い
て
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
る
勤
務
時
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

⚓

校
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
週
休
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る

場
合
に
は
、
週
休
日
の
振
替
え
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
の
命
令
）

第
三
条

人
委
規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
の
命
令

は
、
校
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
休
日
に
お
け
る
勤
務
の
命
令
）

第
四
条

人
委
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
休
日
に
お
け
る
勤
務
の
命
令
は
、
校
長
が
行
う
も
の
と
す

る
。

（
代
休
日
の
指
定
）

第
五
条

人
委
規
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
代
休
日
の
指
定
は
、
校
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
代
休
日
に
お
け
る
勤
務
の
命
令
）

第
六
条

人
委
規
則
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
代
休
日
に
お
け
る
勤
務
の
命
令
は
、
校
長
が
行
う

も
の
と
す
る
。

（
年
次
有
給
休
暇
）

第
七
条

校
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
か
ら
人
委
規
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
有
給

休
暇
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
時
期
に
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
校
務
の
運

営
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
時
期
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
年
次
有
給
休
暇
以
外
の
休
暇
の
承
認
）

第
八
条

人
委
規
則
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
は
、
校
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る

規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六

十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員

（
学
校
に
勤
務
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
以
下
単
に
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い

う
。
）
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第
十
一
号
）
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び

休
暇
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
時
間
）

第
二
条

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
の
勤
務
時
間
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
と
す
る
。

一

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

二

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
四
十
五
分
ま
で

⚒

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
勤
務
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正

午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

（
休
憩
時
間
）

第
三
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
憩
時
間
は
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
と
す
る
。

一
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（
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
の
特
例
）

第
四
条

勤
務
条
件
の
特
殊
性
に
よ
り
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
難
い
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時

間
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
所
属
長
が
教
育
長
の
承
認
を
受
け
て
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
五
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
（
そ
の
勤
務
時
間
が
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
勤

務
時
間
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
教
育
長
が
別
に
定
め
る
特
定
の
時
刻

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

⚒

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六

年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
職
員
（
」
の
下
に
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第

二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
」
を
加
え
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

岡
崎
隆
志
後
援
会
松
田
秀
男
河
野
和
夫
萩
市
大
字
吉
部
上
2137の

23
令
和
２
、

１
、
８

岡
村
隆
後
援
会

西
山
厚
生
窪
井

敏
美
祢
市
大
嶺
町
東
分
348

の
１

〃
〃
14

伸
友
会

武
居

尚
岩
武
生
真
周
南
市
梅
園
町
２
丁
目
31

〃
〃
16

小
林
な
お
き
後
援

会
小
林
正
樹
小
林
亜
由
子
〃

大
字
久
米
政
所

1507の
４

〃
〃
27

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

小
林
雄
二
後
援
会

立
野
直
樹
代
表
者
立
野
直
樹

立
野
ミ
ツ
エ

令
和
２
、

１
、
15

全
国
小
売
酒
販
政
治
連
盟
山
口

県
支
部

松
野
和
之
事
務
所
山
口
市
幸
町
３

番
22号

山
口
市
若
宮
町

２
番
44号

〃
〃
31

橋
本
け
ん
じ
後
援
会

坂
本
史
朗
会
計
責
任
者
高
野
安
市

上
田
俊
雄

〃
〃
１

藤
田
ご
う
じ
後
援
会

村
上
紘
一
〃

山
本
繁
俊

中
村
憲
三

〃
〃
22

山
口
県
社
会
保
険
労
務
士
政
治

連
盟

川


潔
代
表
者
川


潔
品
川
稀
郎

令
和
元
、

６
、
７

夢
と
活
力
あ
ふ
れ
る
美
祢
市
政

を
実
現
す
る
会

秋
山
貴
文
〃

秋
山
貴
文

篠
田
洋
司

〃
12、
15

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日
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大
草
ひ
ろ
き
後
援
会

河
野
憲
運
岡
本
善
克
長
門
市
三
隅
下
933の

１
令
和
２
、

１
、
15

河
村
敏
夫
後
援
会

三
浦
克
己
木
村
民
夫
周
南
市
川
崎
２
丁
目
21番
17号

平
成
31、
４
、
30

西
嶋
裕
作
後
援
会

中
野

威
桑
原
良
享
山
口
市
中
央
５
丁
目
８
番
12号

令
和
元
、

12、
31

西
村
栄
弘
後
援
会

西
村
栄
弘
西
村
陽
子
玖
珂
郡
和
木
町
和
木
３
丁
目
３
番
13号

〃
〃
〃

21世
紀
の
山
口
を
創
造
す

る
裕
作
の
会

西
嶋
裕
作
桑
原
良
享
山
口
市
中
央
５
丁
目
８
番
12号

〃
〃
〃

防
府
い
ち
ば
ん
を
実
現
す

る
会

藤
井
伸
昌
玉
田
浩
之
防
府
市
大
字
上
右
田
619の

２
〃
〃
〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金

管
理

団
体

の
名

称
備

考

(

)

資
金
管
理
団
体
で
な

く
な
っ
た
年
月
日

西
嶋
裕
作

21世
紀
の
山
口
を
創
造
す
る
裕
作
の
会

令
和
元
、
12、
31

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
指
定
の
取
消
し
に
係
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体
の
指
定

の
取
消
し
の
届
出
を
し

た
者
の
氏
名

資
金

管
理

団
体

の
名

称
備

考
（
取
消
年
月
日
）

篠
田
洋
司

夢
と
活
力
あ
ふ
れ
る
美
祢
市
政
を
実
現
す
る
会

令
和
元
、
12、
14

雑

報

公
文
書
の
開
示
の
状
況
の
公
表

山
口
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
九
年
山
口
県
条
例
第
十
八
号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

三
十
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
開
示
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

⚑
公
文
書
の
開
示
の
請
求
又
は
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

公
文
書
の
開
示
の
請
求
又
は
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

⑴
開
示
の
請
求
又
は
申
出
の
件
数
等

（
単
位
件
）

開
示
の
請
求
又
は
申

出
の
件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

8,957

（
232)

4,602

（
37)

3,622

（
185)

458

（
10)

47

228

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑵
実
施
機
関
別
の
内
訳

（
単
位
件
）

実
施
機
関
の
区
分

開
示
の
請

求
又
は
申

出
の
件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

総
務

部

1,186

（
181)

54
（
5)

1,116

（
176)

7

0

9

総
合
企
画
部

35

19

4

0

0

12

知
産
業
戦
略
部

1

0

1

0

0

0

環
境
生
活
部

645

184

17

437

0

7

健
康
福
祉
部

443

（
16)

129
（
1)

286
（
5)

14

（
10)

2

12

商
工
労
働
部

26
（
1)

25

1
（
1)

0

0

0

観
光
ス
ポ
ー
ツ
文

化
部

116

7

105

0

2

2

農
林
水
産
部

906
（
1)

873
（
1)

6

0

0

27

事
土
木
建
築
部

4,459

（
29)

2,910

（
26)

1,415
（
3)

0

28

106

会
計
管
理
局

2

2

0

0

0

0
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計

7,819

（
228)

4,203

（
33)

2,951

（
185)

458

（
10)

32

175

議
会

24

10

11

0

0

3

教
育
委
員
会

48

24

9

0

13

2

選
挙
管
理
委
員
会

54

22

30

0

0

2

人
事
委
員
会

7

5

0

0

0

2

監
査

委
員

0

0

0

0

0

0

公
安
委
員
会

0

0

0

0

0

0

警
察
本
部
長

793
（
3)

165
（
3)

593

0

1

34

労
働
委
員
会

0

0

0

0

0

0

収
用
委
員
会

0

0

0

0

0

0

日
本
海
海
区
漁
業
調
整

委
員
会

0

0

0

0

0

0

瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調

整
委
員
会

0

0

0

0

0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員

会

0

0

0

0

0

0

公
営
企
業
管
理
者

210
（
1)

171
（
1)

28

0

1

10

地
方
独
立
行
政
法
人

2

2

0

0

0

0

合
計

8,957

（
232)

4,602

（
37)

3,622

（
185)

458

（
10)

47

228

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑶
開
示
を
し
な
い
理
由
の
内
訳

（
単
位
件
）

開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分

部
分
開
示

非
開
示

合
計

法
令

秘
等

情
報
（
第
１
号
)

10
（
5)

14

（
10)

24

（
15)

個
人

情
報
（
第
２
号
)

2,263

（
181)

460

（
10)

2,723

（
191)

法
人

等
情

報
（
第
３
号
)

2,384
（
3)

437

2,821
（
3)

犯
罪

捜
査

等
情

報
（
第
４
号
)

165

0

165

意
思

形
成

過
程

情
報
（
第
５
号
)

5

0

5

行
政

運
営

情
報
（
第
６
号
)

564
（
1)

2

566
（
1)

協
力
・
信
頼
関
係
情
報
（
第
７
号
)

266
（
3)

439

705
（
3)

合
議

制
機

関
等

情
報
（
第
８
号
)

10

0

10

合
計

5,667

（
193)

1,352

（
20)

7,019

（
213)

備
考１
「
開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分
」
欄
の
（
）
内
は
、
山
口
県
情
報
公
開
条
例
第
11条
の
号
名
で
あ
る
。

２
「
部
分
開
示
」
欄
及
び
「
合
計
」
欄
の
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ

り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

３
事
案
に
よ
り
複
数
の
開
示
を
し
な
い
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
合
計
件
数
は
、
⑴
の
表
の
部

分
開
示
の
件
数
と
非
開
示
の
件
数
と
の
合
計
件
数
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。

⚒
不
服
申
立
て
又
は
不
服
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

不
服
申
立
て
又
は
不
服
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
（
単
位
件
）

不
服
申
立
て
又

は
不
服
の
申
出

の
件
数

不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
若
し
く
は
裁
決
又

は
不
服
の
申
出
に
対
す
る
回
答

取
下
げ
審
査
中

認
容

一
部
認
容

棄
却
却

下

11

（
16)

0

0
（
8)

0
（
1)

0

0

11
（
7)

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
審
査
中
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
状
況
の
公
表

山
口
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
三
年
山
口
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表

し
ま
す
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

⚑
個
人
情
報
の
開
示
の
請
求
及
び
口
頭
に
よ
る
開
示
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

個
人
情
報
の
開
示
の
請
求
及
び
口
頭
に
よ
る
開
示
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

⑴
開
示
の
請
求
及
び
申
出
の
件
数
等

（
単
位
件
）

開
示
の
請
求
及
び
申
出
の

件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

開
示
の
請
求

652
（
7)

252
（
7)

348

0

24

28

開
示
の
申
出

14,473

14,473

0

0

0

0

合
計

15,125
（
7)

14,725
（
7)

348

0

24

28

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

一
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⑵
実
施
機
関
別
の
内
訳

（
単
位
件
）

実
施
機
関
の
区
分

開
示
の
請

求
又
は
申

出
の
件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

総
務

部

35

0

35

0

0

0

総
合
企
画
部

4

2

0

0

1

1

知
産
業
戦
略
部

0

0

0

0

0

0

環
境
生
活
部

11

11

0

0

0

0

健
康
福
祉
部

98

65

24

0

2

7

商
工
労
働
部

35

34

1

0

0

0

観
光
ス
ポ
ー
ツ
文

化
部

10

8

0

0

0

2

農
林
水
産
部

10

3

7

0

0

0

事
土
木
建
築
部

1

1

0

0

0

0

会
計
管
理
局

0

0

0

0

0

0

計

204

124

67

0

3

10

議
会

0

0

0

0

0

0

教
育
委
員
会

50
（
5)

45
（
5)

2

0

3

0

選
挙
管
理
委
員
会

0

0

0

0

0

0

人
事
委
員
会

140

140

0

0

0

0

監
査

委
員

0

0

0

0

0

0

公
安
委
員
会

14,086

14,074

0

0

12

0
警
察
本
部
長

369

79

276

0

4

10
労
働
委
員
会

0

0

0

0

0

0

収
用
委
員
会

0

0

0

0

0

0

日
本
海
海
区
漁
業
調
整

委
員
会

0

0

0

0

0

0

瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調

整
委
員
会

0

0

0

0

0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員

会

0

0

0

0

0

0

公
営
企
業
管
理
者

0

0

0

0

0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

276
（
2)

263
（
2)

3

0

2

8

合
計

15,125
（
7)

14,725
（
7)

348

0

24

28

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑶
開
示
を
し
な
い
理
由
の
内
訳

（
単
位
件
）

開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分

部
分
開
示

非
開
示

合
計

法
令

秘
等

情
報
（
第
１
号
)

0

0

0

未
成

年
者

情
報
（
第
２
号
)

0

0

0

第
三

者
情

報
（
第
３
号
)

345

0

345

法
人

等
情

報
（
第
４
号
)

29

0

29

犯
罪

捜
査

等
情

報
（
第
５
号
)

81

0

81

意
思

形
成

過
程

情
報
（
第
６
号
)

1

0

1

評
価
・
選

考
等

情
報
（
第
７
号
)

1

0

1

行
政

運
営

情
報
（
第
８
号
)

165

0

165

協
力
・
信
頼
関
係
情
報
（
第
９
号
)

4

0

4

合
議

制
機

関
等

情
報
（
第
10号
)

0

0

0

合
計

626

0

626

備
考１
「
開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分
」
欄
の
（
）
内
は
、
山
口
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
16条
の
号
名
で
あ

る
。

２
事
案
に
よ
り
複
数
の
開
示
を
し
な
い
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
合
計
件
数
は
、
⑴
の
表
の
部

分
開
示
の
件
数
と
非
開
示
の
件
数
と
の
合
計
件
数
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。

⚒
個
人
情
報
の
訂
正
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

個
人
情
報
の
訂
正
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
単
位
件
）

訂
正
の
請
求
の
件
数

処
理

状
況

訂
正

非
訂
正

未
処
理

そ
の
他

0

0

0

0

0

⚓
個
人
情
報
の
利
用
停
止
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

個
人
情
報
の
利
用
停
止
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
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（
単
位
件
）

利
用
停
止
の
請
求
の

件
数

処
理

状
況

利
用
停
止

非
利
用
停
止

未
処
理

そ
の
他

0

0

0

0

0

⚔
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
処
理
状
況

不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
単
位
件
）

不
服
申
立
て
の

件
数

不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
又
は
裁
決

取
下
げ
審
査
中

認
容

一
部
認
容

棄
却
却

下

3
（
6)

0

0

0
（
3)
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、
前
年
度
末
に
審
査
中
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。
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